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掛川市教育委員会規則第３号

掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２３年３月２５日

掛川市教育委員会

教育委員長

（別紙）
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掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第17号）の

一部を次のように改正する。

別表中

「
第一小学校 仁藤町、肴町、塩町、喜町、新町、道神町、六軒町、

神明町、旭町、栄町、紺屋町、中町、緑町、連雀、大
を

手町、松尾、城内、杉谷、上張、新道、緑ヶ丘第一、

緑ヶ丘第二、矢崎、葵町及び旭ヶ丘の区域
」

「
第一小学校 仁藤町、肴町、塩町、喜町、新町、道神町、六軒町、

神明町、旭町、栄町、紺屋町、中町、緑町、連雀、大
に改める。

手町、松尾、城内、杉谷、上張、新道、緑ヶ丘第一、

緑ヶ丘第二、矢崎、葵町、杉谷南及び旭ヶ丘の区域
」

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。


